
６月は特定外来植物防除月間 ６月５日～11日は
危険物安全週間

特定外来植物は、外来生物法により指定され、人間活
動によって他の地域から持ち込まれた植物のうち、地域
の自然環境に大きな影響を与えたり、農作物に被害を与
えたりする植物のことをいいます。
特定外来植物は繁殖力が強く、河原などの草地に生え

る希少な在来種の脅威となっているため、栽培や運搬な
どが原則禁止されています。外来生物被害予防３原則
「入れない！捨てない！拡げない！」を心掛けましょう。

特定外来植物の例

石油類をはじめとする危険物は、事業所などにお
いて幅広く利用されるとともに、私たちの生活に欠
かせないものです。
危険物は消防法で定められ、次の性質があります。

①⽕災発⽣の危険性が
 ⾼い
②⽕災拡⼤の危険性が
 ⾼い
③消⽕の困難性が⾼い

例）
・ガソリン
・灯油
・アルコールなど

危険物を取り扱う場合は、火災に十分注意して事
故防止に努めましょう。
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オオキンケイギク（多年草）
５～７月頃に黄色い花を咲かせる。
草丈は50～70㎝で、葉は細長い
楕円形で両面に毛がある。

アレチウリ（１年草）
８～10月頃に開花するつる性の
植物。長さは数～数十ｍになり、
他の植物を覆い尽くす。葉は五角
形で、果実にはとげがある。




